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告 示■

◎群馬県告示第１７１号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条、第１１７条第１項及び第１１８条の規定により、令

和５年採用の自衛官候補生及び自衛官の募集期間、試験期日並びに試験場の名称及び位置を次のとおり告示する。

令和４年６月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 自衛官候補生（令和５年３・４月採用）

(1) 募集期間

年間を通じて実施

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

受付時に通知 相馬原試験場 北群馬郡榛東村新井１０１７－２
令和５年３月高等学校又は中等教 陸上自衛隊相馬原駐屯地
育学校卒業予定者の採用試験は、 新町試験場 高崎市新町１０８０
令和４年９月１６日（金）以降 陸上自衛隊新町駐屯地

のいずれか指定された試験場

２ 一般曹候補生（令和５年３・４月採用）

(1) 募集期間

令和４年７月１日から同年９月５日まで

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

１次試験

試験期日 試験場の名称 試験場の位置

令和４年９月１５日（木） 太田試験場 太田市浜町６６－４９
令和４年９月１６日（金） 太田市浜町勤労会館
令和４年９月１７日（土） 前橋第１試験場 前橋市南町４－３０－３
令和４年９月１８日（日） 勢多会館
のいずれか指定された１日 前橋第２試験場 前橋市南町３－６２－１

前橋市民文化会館
相馬原試験場 北群馬郡榛東村新井１０１７－２

陸上自衛隊相馬原駐屯地
新町試験場 高崎市新町１０８０

陸上自衛隊新町駐屯地
のいずれか指定された試験場

３ 航空学生（令和５年４月採用）

(1) 募集期間

令和４年７月１日から同年９月８日まで

(2) 試験期日並びに試験場の名称及び位置

１次試験

試験期日 試験場の名称 試験場の位置
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令和４年９月１９日（月） 前橋第１試験場 前橋市南町４－３０－３
勢多会館

公 告■

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１３条第１項の規定により、次のとおり肥料

の登録事項に係る変更の届出があったので、同法第１６条第２項の規定により公告する。

令和４年６月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

肥料の 生産業者 変 更
登録番号 肥料の名称 変更事項 新 旧

種 類 の 名 称 年月日

群馬県登録 乾燥菌体肥 新進６．０ 株式会社新進 令和４年５月 生産業者の 東京都千代田 東京都千代田
第１０３号 料 乾燥菌体肥 ８日 住所 区神田司町二 区神田須田町

料 丁目６番地 二丁目１９番
地

群馬県登録 乾燥菌体肥 新進７．５ 株式会社新進 令和４年５月 生産業者の 東京都千代田 東京都千代田
第１０００ 料 乾燥菌体肥 ８日 住所 区神田司町二 区神田須田町
５号 料 丁目６番地 二丁目１９番

地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

令和４年６月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 沼田平 令和３年３月２２日

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

令和４年６月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

県営水利施設等保全高度化事業 赤城西麓中原 令和４年３月２５日
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教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

平

田

郁

美

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
一
前
橋
南
高
等
学
校
の
項
中

二
四
〇

六
四
〇

を
」

「

二
〇
〇

六
〇
〇

に
改
め
、
同
表
前
橋
東
高
等
学
校
の
項
中

」

「

「

(

二
四
〇)

(

二
〇
〇)

を

(

二
〇
〇)

(
二
四
〇)

に
改
め
、
同
表
勢
多
農
林
高
等
学
校
の

」

」

項
中

「

バ
イ
オ
テ
ク

四
〇

四
〇

男
女

昼

ノ
ロ
ジ
ー
科

動
物
科
学
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

緑
地
土
木
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

食
品
文
化
科

四
〇

四
〇

男
女

昼

グ
リ
ー
ン
ラ

四
〇

四
〇

男
女

昼

イ
フ
科

植
物
デ
ザ
イ

四
〇

四
〇

八
〇

男
女

昼

ン
科

食
品
科
学
科

四
〇

四
〇

八
〇

男
女

昼

」

を「

動
物
科
学
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

緑
地
土
木
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

植
物
デ
ザ
イ

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

ン
科

食
品
科
学
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

」

「

に
改
め
、
同
表
高
崎
東
高
等
学
校
の
項
中

二
〇
〇

一
六
〇

を
」

「

一
六
〇

二
〇
〇

に
改
め
、
同
表
高
崎
商
業
高
等
学
校
の
項
中

」

「

四
〇

四
〇

男

昼

流
通
ビ
ジ
ネ

ス
科

四
〇

四
〇

女

昼

六
〇

六
〇

男

昼

情
報
ビ
ジ
ネ

ス
科

六
〇

六
〇

女

昼

四
〇

四
〇

男

昼

国
際
ビ
ジ
ネ

ス
科

四
〇

四
〇

女

昼

流
通
ビ
ジ
ネ

八
〇

八
〇

男
女

昼

ス
科

全
日
制

情
報
ビ
ジ
ネ

四
〇

一
二
〇

一
六
〇

男
女

昼

ス
科

国
際
ビ
ジ
ネ

八
〇

八
〇

男
女

昼

ス
科

グ
ロ
ー
バ
ル

四
〇

四
〇

男
女

昼

ビ
ジ
ネ
ス
科

会
計
ビ
ジ
ネ

四
〇

四
〇

男
女

昼

ス
科

総
合
ビ
ジ
ネ

一
六
〇

一
六
〇

男
女

昼

ス
科

」

を「

流
通
ビ
ジ
ネ
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八
〇

八
〇

男
女

昼

ス
科

情
報
ビ
ジ
ネ

四
〇

四
〇

一
二
〇

二
〇
〇

男
女

昼

ス
科

国
際
ビ
ジ
ネ

八
〇

八
〇

男
女

昼

ス
科

全
日
制

グ
ロ
ー
バ
ル

四
〇

四
〇

八
〇

男
女

昼

ビ
ジ
ネ
ス
科

会
計
ビ
ジ
ネ

四
〇

四
〇

八
〇

男
女

昼

ス
科

総
合
ビ
ジ
ネ

一
六
〇

一
六
〇

三
二
〇

男
女

昼

ス
科

」

「

に
改
め
、
同
表
桐
生
高
等
学
校
の
項
中

三
二
〇

八
〇
〇

を
」

「

二
四
〇

七
二
〇

に
改
め
、
同
表
桐
生
清
桜
高
等
学
校
の
項
中

」

「

「

(

二
四
〇)

二
四
〇

を

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)
に
改
め
、
同
表
伊
勢
崎
高
等
学
校
の
項

」

」

「

「

中

二
八
〇

二
四
〇

を

二
四
〇

二
八
〇

に
改
め
、
同
表
伊
勢
崎
清
明
高
等
学

」

」

「

校
の
項
中

(

二
四
〇)

(

二
〇
〇)

(

二
四
〇)

六
八
〇

を
」

「

(

二
〇
〇)

(

二
四
〇)

(

二
〇
〇)

六
四
〇

に
改
め
、
同
表
太
田
工
業
高
等
学
校
の

」

項
中

「

電
気
科

四
〇

四
〇

男
女

昼

情
報
技
術
科

四
〇

四
〇

男
女

昼

電
気
情
報
科

四
〇

四
〇

八
〇

男
女

昼

」

を「

電
気
情
報
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

」

「

に
改
め
、
同
表
沼
田
女
子
高
等
学
校
の
項
中

一
六
〇

四
〇
〇

を
」

「

一
二
〇

三
六
〇

に
改
め
、
同
表
利
根
実
業
高
等
学
校
の
項
中

」

「

機
械
シ
ス
テ

四
〇

四
〇

男
女

昼

ム
科

環
境
技
術
科

四
〇

四
〇

男
女

昼

創
生
工
学
科

四
〇

四
〇

八
〇

男
女

昼

」

を「

創
生
工
学
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

昼

」

「

に
改
め
、
同
表
藤
岡
中
央
高
等
学
校
の
項
中

一
六
〇

四
〇
〇

を
」

「

一
二
○

三
六
○

に
改
め
、
同
表
館
林
商
工
高
等
学
校
の
項
中

」

「

「

八
〇

一
六
〇

を

四
○

一
二
〇

に
改
め
る
。

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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